
紙ごみ減量標語応募作品 122014.１月号紙ごみ減量標語応募作品13 2014.１月号 「すてないで　ぼくは　ゴミじゃないんだよ」ないとう　ひろと（新旭） 「すてないで　大切な資源　リサイクル」石田はるか（新旭）

　
平
成
26
年
度
（
平
成
25
年
分
所
得
）

の
市
民
税･

県
民
税
申
告
書
を
、
前
年

度
に
申
告
さ
れ
た
方
へ
１
月
下
旬
に
発

送
し
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
25
年
分
の
所
得
税
及
び

復
興
特
別
所
得
税
確
定
申
告
関
係
書
類

は
、
１
月
下
旬
に
大
阪
国
税
局
か
ら
発

送
さ
れ
ま
す
。（
消
費
税
確
定
申
告
書

お
よ
び
青
色
決
算
書
等
も
該
当
さ
れ
る

方
に
は
同
封
さ
れ
て
い
ま
す
。）

　
な
お
、平
成
24
年
分
の
確
定
申
告
で
、

ｅ-

ｔａｘ
（
電
子
申
告
）
を
利
用
さ
れ

た
方
や
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
申
告

書
を
印
刷
し
て
提
出
さ
れ
た
方
に
は
、

申
告
書
用
紙
や
確
定
申
告
の
手
引
は
郵

送
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
申
告
書
に
必
要
な

情
報
は
、「
メ
ッ
セ
ー
ジ
ボ
ッ
ク
ス
」や「
お

知
ら
せ
ハ
ガ
キ
」
に
よ
り
連
絡
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
引
き
続
き
ご
利
用
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
平
成
23
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が

４
０
０
万
円
以
下
の
方
で
、
か
つ
公

的
年
金
等
に
関
す
る
所
得（
雑
所
得
）

以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
の

場
合
は
、
そ
の
年
分
の
所
得
税
及
び

復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
書

を
提
出
す
る
必
要
は
な
く
な
り
ま
し

た
。

（
た
だ
し
、
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告

が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。）

　
こ
の
場
合
で
も
、
医
療
費
控
除
な
ど

に
よ
り
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め

の
確
定
申
告
書
は
、
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

の
お
知
ら
せ

市
役
所
税
務
課　

（
２
５
）８
１
１
６

　

今
津
税
務
署　
　
（
２
２
）２
５
６
１　

法
律
の
改
正
に
よ
り
、
平
成
26
年
１

月
か
ら
、
個
人
で
事
業
所
得
、
不
動
産

所
得
ま
た
は
山
林
所
得
が
生
じ
る
業
務

を
行
う
全
て
の
方
は
、
記
帳
と
帳
簿
等

の
保
存
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
所
得
税

及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
申
告
の
必
要

が
な
い
方
も
、
記
帳
と
帳
簿
等
の
保
存

制
度
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
や

確
定
申
告
書
等
を
発
送
し
ま
す

　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
医
療
費
控
除
な
ど

に
よ
る
還
付
申
告
を
さ
れ
る
方
や
、
収

入
が
年
金
の
み
の
方
を
対
象
に
次
の
と

お
り
事
前
申
告
会
を
行
い
ま
す
。

　
　▼

開
催
日　
２
月
６
日
（
木
）

▼
会

場　
安
曇
川
公
民
館

▼
開
設
時
間　
９
時
30
分
～
12
時

　
　
　
　
　
　
13
時
～
16
時

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
・
年
金
受
給
者

の
た
め
の
事
前
申
告
会

記
帳
・
帳
簿
等
の

保
存
制
度
が
拡
大

　
平
成
25
年
分
以
降
か
ら
、
確
定
申
告

の
様
式
が
改
訂
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
25

年
分
の
確
定
申
告
を
さ
れ
る
場
合
は
、

新
様
式
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

申
告
書
様
式
が
改
訂

さ
れ
ま
し
た

公
的
年
金
等
を

受
給
さ
れ
て
い
る
方
へ

保存が必要なもの 保存
期間

帳
簿

収入金額や必要経費を記載
した帳簿（法定帳簿） ７年

業務に関して作成した上記
以外の帳簿（任意帳簿） ５年

書
類

決算に関して作成した棚卸
表その他の書類

５年業務に関して作成し、また
は受領した請求書、納品書
送り状、領収書などの書類

重
要
な
お
知
ら
せ

１
月
下
旬
に

平
成
26
年
１
月
か
ら

12

　

平
成
25
年
分
か
ら
平
成
49
年
分
ま

で
、
復
興
特
別
所
得
税
（
原
則
：
各

年
分
の
所
得
税
の
２・１
％
）
を
所
得
税

と
併
せ
て
申
告
・
納
付
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
平
成
25
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
49
年

12
月
31
日
ま
で
の
間
に
生
じ
る
所
得
に

つ
い
て
、
源
泉
所
得
税
が
徴
収
さ
れ
る

場
合
に
は
、
復
興
特
別
所
得
税
が
併
せ

て
徴
収
さ
れ
ま
す
。

　
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関

し
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
防
災
の

た
め
の
施
策
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に

係
る
地
方
税
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

律
」
の
施
行
に
よ
り
、
平
成
26
年
度
か

ら
平
成
35
年
度
の
10
年
間
、
個
人
市

民
税
の
均
等
割
（
３
，
０
０
０
円
）
に

５
０
０
円
が
加
算
さ
れ
て
３
，
５
０
０

　
確
定
申
告
書
等
の
作
成
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ｢http://w

w
w

.nta.
go.jp｣

の｢

確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー｣

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
当
コ
ー

ナ
ー
で
作
成
し
た
申
告
書
等
は
、
お
手

持
ち
の
プ
リ
ン
タ
で
印
刷(

モ
ノ
ク
ロ

印
刷
で
も
可)

し
て
提
出
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
確
定
申
告
書
等
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
提
出
で
き
る
、ｅ-

ｔａｘ
（
初

め
て
ご
利
用
の
場
合
、
開
始
届
出
書
の

送
信
が
必
要
で
す
。）
を
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　
贈
与
税
の
申
告
も
、
ｅ-

ｔａｘ
（
電

子
申
告
）
が
利
用
で
き
ま
す
。

　固定資産税は、毎年１月１日時点に所有されている土地、家屋、償却資産に対して課税される税
金です。家屋の新増築や取り壊し、所有権の移転をされた場合は、次のいずれかの手続きをお願い
します。

　新築または増築された家屋は、1 月 1 日時点で完
成している場合に課税の対象となります。建築工事
が完了したら速やかに税務課に連絡してください。
なお、建築確認申請を必要としない建物（10㎡未
満の増築家屋や都市計画区域外での建築物）や不動
産登記を済ませていない家屋も固定資産税の課税対
象となります。（原則として土地に定着した軽量鉄
骨造プレハブのガレージや倉庫なども家屋として課
税されますが、カーポートのような全く外壁のない
構築物はこの対象となりません。）

　売買や贈与、相続などで家屋の所有者が変更
された場合、次のとおり手続きをしてください。

【不動産登記がされている家屋】
　年内に法務局において所有権移転登記を完了し
てください。移転日が年内であっても登記日が年
明け後の場合、納税義務者の変更は翌年度以降と
なります。

【不動産登記がされていない家屋】
　市役所税務課または支所に「未登記家屋の所有
者変更届」を提出してください。権利の移転が確
認できる書類（契約書や協議書の写しなど）の添
付が必要です。

★届出に必要な書類は、税務課または支所にあり
ます。また市のホームページにも掲載しています。

★不動産登記に関する手続きについては法務局に
お問い合わせください。
　（大津地方法務局高島出張所　 22 ー 2352） 

　家屋の全部または一部を取り壊された場合は、税
務課または支所に「建物滅失届」を提出してくださ
い。年明け後の届出には取壊証明書が必要です。な
お、不動産登記がされている家屋で年内に法務局で
滅失登記を済まされた場合、この届出は不要です。

新築または増築されたとき 所有権を移転されたとき

取り壊されたとき

家屋の新増築・取り壊し・所有権移転をされたら手続きを !!

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

利
用
さ
れ
て
い
る
方
へ

復
興
特
別
所
得
税
が

徴
収
さ
れ
ま
す

平
成
25
年
分
～
49
年
分

防
災
・
減
災
の
た
め
、

個
人
住
民
税
均
等
割
額
が

１
０
０
０
円
増
額
し
ま
す

平
成
26
年
度
か
ら
10
年
間

円
と
な
り
ま
す
。

 　
こ
の
増
額
分
は
、
避
難
所
等
、
防

災
拠
点
や
防
災
設
備
の
整
備
な
ど
の
事

業
を
実
施
す
る
た
め
の
財
源
に
充
て
ら

れ
ま
す
。（
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
も

同
様
に
５
０
０
円
が
加
算
さ
れ
、
２
，

３
０
０
円
に
な
り
ま
す
）

ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す

固定資産税

お知らせ拡大版


